
ｄカード会員専用サービス 利用特約  

 

第 1条(特約の適用) 

本特約は、株式会社 NTT ドコモ・フィナンシャルグループ(以下「当社」といいます)が、「dカ

ード利用規約(会員規約)」(以下「会員規約」といいます)に定める dカードサービスとして、

dカードアプリ若しくは d払いアプリ又は会員専用サービスサイトを通じて提供するサービス

(以下これらを総称して「dカード会員専用サービス」又は「本サービス」といいます)を利用

するための特約を定めたものです。 

本特約の内容及び本特約が契約内容となることに同意しない場合、本サービスを利用すること

はできません。なお、本特約で使用する用語の定義は、本特約で別段の定めのある場合の他

は、会員規約及び株式会社 NTT ドコモ（以下「ドコモ」といいます）が別途定める「dアカウ

ント規約」(以下「dアカウント規約」といいます)に定めるところによります。 

第 2条(ID 及びパスワード) 

1. 会員専用サービスサイト上での本サービスの利用には、会員本人にかかる認証のための ID

及びパスワード(以下「会員専用サービス認証」といいます)の登録(以下「利用登録」といい

ます)が必要です。会員は会員専用サービスサイトへアクセスのうえ、当社指定の手続きに従

い、利用登録を行ってください。 

(1) 会員専用サービス認証 

会員専用サービス認証は、会員から当社へご利用携帯電話番号として届出のあった携帯

電話番号(当社が別に指定する回線契約に基づくものに限ります)に対して発行されたｄ

アカウント、又は会員から当社へご利用携帯電話番号として届出のあったキャリアフリ

ーｄアカウント等及びそのパスワード、又はパスキー認証（パスワードに代わり生体認証

その他ドコモが定める方法を使ってログインする認証方式）を用いて当社指定の方法で

行います。 

(2) ご利用携帯電話番号異名義利用者の場合 

会員がご利用携帯電話番号異名義利用者の場合、会員は、会員専用サービス認証として

ご利用携帯電話番号に対して発行されたｄアカウントを利用することについて、事前にご

利用携帯電話番号の契約名義人から承諾を得るものとします。この場合、会員による dカ

ード会員専用サービスの利用に関する会員とご利用携帯電話番号の契約名義人との間のあ

らゆる紛争について、自己の責任と費用において解決するものとし、当社又はドコモに何

ら迷惑をかけないものとします。 

(3) 会員規約に基づきご利用携帯電話番号の登録が抹消された場合、又は理由の如何を問わず

ご利用携帯電話番号の dアカウントが失効した場合はdカード会員専用サービスが利用で

きなくなりますのでご注意ください。また、dアカウント規約に基づき、ドコモが、特定

の dアカウントの利用を一時的に停止する措置を講じた場合、又はその利用を一時的に中

断した場合、当該 dアカウントでは dカード会員専用サービスは利用できません。これら



の場合に、引き続き dカード会員専用サービスを利用するためには、ご利用携帯電話番号

の変更及び再度利用登録の手続きが必要です。 

2. 会員は、会員専用サービス認証(以下「ID 等」といいます)を善良な管理者の注意をもって

使用及び管理し、当該会員以外の第三者(異名義登録の場合の dアカウント保有者を含み、以下

同じとします。)に使用させてはなりません。ID等が第三者に知られた場合又 は ID等を失念し

た場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。 

3. 会員の ID等が使用されて本サービスが利用された場合には、当該会員以外の第三者が利 

用した場合であっても、当社は当該利用を会員本人による利用として取り扱い、本会員には、こ

れにより発生する d カード利用代金をお支払いいただき、その他一切の支払債務を負担してい

ただきます。ただし、会員の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りではありま

せん。 

会員は、ID 等が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社へ

の届出等、会員規約の定めに従い、必要な対応を行うものとし、当社からの指示がある場合には

これに従うものとします。また当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合があ

ります。 

5．dカードアプリ上で dカード会員専用サービスを利用する場合は、当社が別に定める dカー

ドアプリ利用規約の定めに従い、会員本人にかかる認証を行うものとします。また、d払いアプ

リ上で dカード会員専用サービスを利用する場合は、d払いアプリで会員本人にかかる認証を行

うものとします。なお、当該認証については、dアカウント規約の規定が適用されます。 

第 3条(dカード会員専用サービスの内容) 

1. 会員は、当社が定める範囲内で、インターネット又はdカードアプリ若しくは d払いアプ

リ上で dカード会員専用サービスを利用することができるものとします。 

(1) 会員専用サービスサイト上で利用できる機能 

当社のインターネットウェブサイト 

＜https://dcard.docomo.ne.jp/st/member_settings/info/new/index.html＞（当該 URL 配下

のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL と

します）に定めるものとします。 

(2) d カードアプリ上で利用できる機能 

当社のインターネットウェブサイト 

＜https://dcard.docomo.ne.jp/st/service_dcappli/about/index.html ＞（当該 URL 配下の

インターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とし

ます）に定めるものとします。 

(3) d 払いアプリ上で利用できる機能 



当社のインターネットウェブサイト 

＜https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/redirect/46632.html＞（当該 URL 配

下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL 

とします）に定めるものとします。 

2. 当社は、dカード会員専用サービスのサービス内容を予告なく変更する場合があります。そ

の結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。 

第 4条(本特約の適用及び変更) 

本特約の変更については、会員規約の変更、承認の規定を適用します。 

第 5条(利用の停止等) 

1. 会員が ID等の使用により当社に対して負った債務の取扱いについては、会員規約に基づく

dカード契約の終了後においても、当然に本特約が適用されるものとします。 

2. 当社は、会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当該会員に対して本サービス

の利用停止等を行うことができるものとします。 

(1) 利用登録時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

(2) 会員の dカード契約が終了した場合 

(3) 会員の dカードサービスの利用が停止された場合 

(4) 会員規約、本特約又はその他会員規約に関連する契約に違反した場合 

(5) その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合 

第 6条(提供の中止等) 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本 

サービスの提供を一時停止又は中止することができるものとします。 

(1) 本サービスの提供のための装置及びシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又 

は緊急に行うとき 

(2) 停電その他の不可抗力により、本サービスの提供を継続することが困難であるとき 

(3) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの提供の一時停止又は中止が必要と判断し 

たとき 

2. 前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、会員に対して事前に通知 

し、本サービスの提供を一時停止又は中止する場合があります。 

3. 前二項に基づき、本サービスの提供の一時停止又は中止がなされたことにより、会員又 

は第三者に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負いませ 

ん。 

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/redirect/46632.html


第 7条(会員規約の適用) 

本特約は、会員規約の一部であり、会員が本特約に違反した場合、当社は当該会員の行為 を

会員規約の違反とみなします。 

附則(２０２２年６月１日) 

１.本規約は、２０２２年６月１日から適用されるものとします。 

附則(２０２２年６月２４日) 

１.本規約は、２０２２年６月２４日から適用されるものとします。 

附則(２０２３年５月３１日) 

１.本規約は、２０２３年８月２４日から適用されるものとします。 

附則(２０２５年７月２２日) 

１.本規約は、２０２５年７月２２日から適用されるものとします。 

 

附則(２０２６年５月８日) 

１.本規約は、２０２６年７月１日から適用されるものとします。 

 

 


